
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
せ
先

鏡
野
町
建
設
課
　
電
話（
0
8
6
8
）5
4-

2
9
8
9

お問い合せ先 鏡野町産業観光課　電話（０８６８）５４－２９８７

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
込
期
限
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

平
成
29
年
3
月
17
日
（
金
）
ま
で
 

入
居
予
定
日

平
成
29
年
4
月
下
旬
以
降
の
見
込
み
 

そ
の
他

住
宅
名

住
戸
名

所
在
地

募
集
戸
数

家
賃（
月
額
）／
共
益
費

敷

金

入
居
条
件

入
居
希
望
者
が
多
数
と
な
る
場
合
は
、
住
宅

困
窮
度
の
高
い
方
か
ら
決
定
と
な
り
ま
す
。

細
田
団
地

Ａ

－

５

鏡
野
町
奥
津
川
西
７
４
５

－

１

１
戸

間
取
り
／
構
造

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ 

／
木
造
平
屋
建

２
１
，９
０
０
円
〜
／
な
し

家
賃
の
３
ヶ
月
分

⑴
鏡
野
町
に
住
所
又
は
勤
務
地
を
有
す
る
方

⑵
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
し
て
い

る
親
族
（
婚
姻
予
定
者
を
含
む
。）
の
あ
る
方

⑶
前
年
の
世
帯
の
合
計
所
得
が
公
営
住
宅

法
で
規
定
す
る
収
入
基
準
の
範
囲
に
あ

る
方

⑷
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
方

⑸
税
金
、
そ
の
他
公
共
料
金
の
滞
納
が
無
い
方

⑹
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

そ
の
他

住
宅
名

住
戸
名

所
在
地

募
集
戸
数

家
賃（
月
額
）／
共
益
費

敷

金

入
居
条
件

入
居
希
望
者
が
多
数
と
な
る
場
合
は
、
住
宅

困
窮
度
の
高
い
方
か
ら
決
定
と
な
り
ま
す
。

細
田
団
地

Ｂ

－

２

鏡
野
町
奥
津
川
西
７
４
５

－

１

１
戸

間
取
り
／
構
造

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ 

／
木
造
平
屋
建

５
０
，０
０
０
円
／
な
し

家
賃
の
３
ヶ
月
分

⑴
鏡
野
町
に
住
所
又
は
勤
務
地
を
有
す
る
方

⑵
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
し
て
い

る
親
族
（
婚
姻
予
定
者
を
含
む
。）
の
あ
る
方

⑶
前
年
の
世
帯
の
合
計
所
得
が
特
定
優
良
賃
貸

住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
で
規
定
す
る
収
入
基
準
の
範
囲
に
あ
る
方

⑷
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
方

⑸
税
金
、
そ
の
他
公
共
料
金
の
滞
納
が
無
い
方

⑹
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

農　業　委　員
内 容 の 公 表

　法令の規定に基づき、募集期間の中間及び期間終了後に、鏡野町ホームページで推薦・応募用紙に記
載された事項（住所、生年月日、電話番号を除く）を公表します。

そ の 他

　農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募は可能ですが、農業委員と農地利用最適化推
進委員を兼務することはできません。
　推薦・応募の際は、「農業委員募集要項」及び「農地利用最適化推進委員募集要項」もご覧ください。
要項は、役場産業観光課又は各振興センターで受け取るか、鏡野町ホームページからダウンロードしてくだ
さい。

農地利用最適化推進委員

選 考 方 法

　鏡野町農業委員選考委員会が、提出された書類
をもとに選考を行い、町へ意見を報告します。（必
要に応じて面接を行う場合があります。）
　町長は、同委員会の意見を参考に農業委員候補
者を決定し、町議会の同意を得たうえで、農業委
員を任命します。

　農業委員会が、提出された書類をもとに選考を
行い委嘱します。（必要に応じて面接を行う場合が
あります。）
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